
国立大学法人が病院を開設（病床の増床等を含む）する際の手続きについて 

 

 

国（指定された独立行政法人、国立大学法人など）が設置する病院を開設する場合の手

続きは、従前は医療法第７条の２第８項において、厚生労働省（本省）と協議し、さらに

は厚生労働省（地方厚生局）が開設等の許可をしていた。 

平成 27 年４月からは、地方厚生局の行っていた開設許可部分を都道府県に権限委譲し、

さらに、同権限を含めた都道府県の病院許認可関連事務が指定都市へ権限委譲された。 

 

指定された独立行政法人、国立大学法人などが新規に病院を開設しようとする場合は、

以下の手続きが必要となる。 

① 厚労省（本省）と協議 

② 厚労省から地元自治体へ意見照会 

③ 厚労省における妥当性判断 

④ 地元自治体へ開設許可の申請 

⑤ 地元自治体許可 

 

 

【参考】関係法令抜粋 

医療法 

第 7 条の 2 

第 8 項 

 独立行政法人（独立行政法人通則法 （平成十一年法律第百三号）第

二条第一項 に規定する独立行政法人をいう。）のうち政令で定めるもの

は、病院を開設し、若しくはその開設した病院につき病床数を増加させ、

若しくは病床の種別を変更し、又は診療所に病床を設け、若しくは診療

所の病床数を増加させ、若しくは病床の種別を変更しようとするとき

は、あらかじめ、その計画に関し、厚生労働大臣に協議（政令で特に定

める場合は、通知）をしなければならない。その計画を変更しようとす

るときも、同様とする。 
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国立大学法人神戸大学医学部附属国際がん医療・研究センター 

の病床計画について（回答） 

 

 

  平成  年  月  日医政発  第 号により照会のあった標記について、下記のと

おり回答する。 

 

 

記 

   

１．病 院 名   国立大学法人神戸大学医学部附属 

国際がん医療・研究センター 

   ２．所 在 地   兵庫県神戸市中央区港島南町１－５－１ 

   ３．病床事情 

     （１）当該地域名 

     （２）地域の病床事情（平成  年  月  日現在） 

基準病床数（A）  床 

許可病床数 床 

既存病床数（B） 床 

差引（A）－（B） 床 

 

   ４．当該計画に対する意見 

別添様式 



１．現状１．現状１．現状１．現状

基準病床数　Ａ
（H28.4.1時点）

既存病床数　Ｂ
（H28.4.1時点）

過不足
Ｂ－Ａ

一般・療養病床 15,600 15,244 △356

（参考）基準病床数の見直し

H23.4.1
Ａ

H28.4.1
Ｂ

過不足
Ｂ－Ａ

基準病床数 15,522 15,600 ＋78

２．今後の既存病床数の増減について（確定分）２．今後の既存病床数の増減について（確定分）２．今後の既存病床数の増減について（確定分）２．今後の既存病床数の増減について（確定分）

病床数

30

15

45

３．病床配分の留保について３．病床配分の留保について３．病床配分の留保について３．病床配分の留保について

120

120

４．今年度の配分可能病床数について４．今年度の配分可能病床数について４．今年度の配分可能病床数について４．今年度の配分可能病床数について

上記の内容を踏まえて、今年度の公募による配分病床数は191床とする。

（３５６床　－　４５床　－　１２０床　＝　１９１床）

（参考）過去の病床配分の状況

・平成26年度　　155床を公募し112床を配分

・平成23年度　　537床を公募により配分

神戸国際フロンティアメディカルセン
ター（ＫＩＦＭＥＣ）の建物を活用した新
たな開設者への配分

・医療産業都市の推進並びに地域医療の向
上の観点から新たな開設者への配分のため
120床を留保。
・現在、KIFMECの建物所有者である特定目
的会社が新たな開設者の確保に向けて動い
ている。

神戸圏域における配分可能病床数について神戸圏域における配分可能病床数について神戸圏域における配分可能病床数について神戸圏域における配分可能病床数について

合計

医療機関名

（仮称）神戸アイセンター病院

もりもと産婦人科クリニック

・H28.3.9に開催された専門分科会におい
て、医療法施行規則第１条の14第７項第１号
から第３号に基づく病床設置を承認。
・使用許可を取得していないため、現時点で
既存病床数にカウントされていない。

・H28.3.9に開催された専門分科会におい
て、病床の優先配分を決定。
・使用許可を取得していないため、現時点で
既存病床数にカウントされていない。

備考

合計
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